
    

協 議 第 １ ４ 号  

 

高 齢 者 福 祉 事 業 の 取 扱 い に つ い て  

 

稲 沢 市 、 中 島 郡 祖 父 江 町 及 び 中 島 郡 平 和 町 で 、 差 異 が あ る 高 齢 者 福 祉

事 業 に つ い て は 次 の と お り 取 り 扱 う も の と す る 。  

１  敬 老 祝 金 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 方 式 に 統 一 す る 。  

２  敬 老 式 並 び に 金 婚 式 に 関 し て は 、 稲 沢 市 の 方 式 に 統 一 し 、 首 長 の

慰 問 に つ い て は 中 島 郡 祖 父 江 町 の 方 式 と す る 。  

３  ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス 事 業 に つ い て は 、 現 行 の と お り と し 、 手 数

料 に 関 し て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

４  デ イ サ ー ビ ス 事 業 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

５  給 食 サ ー ビ ス 事 業 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

６  単 身 高 齢 者 世 帯 見 回 事 業 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

７  緊 急 通 報 シ ス テ ム 事 業 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

８  老 人 ク ラ ブ へ の 助 成 補 助 に つ い て は 、 稲 沢 市 の 制 度 に 統 一 す る 。  

  な お 、 組 織 に つ い て は 、 合 併 後 に 統 合 す る 方 向 で 検 討 す る 。  

平 成 １ ６ 年 １ 月 ３ １ 日 提 出  

稲 沢 市 ・ 祖 父 江 町 ・ 平 和 町 合 併 協 議 会  
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稲沢市・祖父江町・平和町合併協議会の調整内容（案） 

 

協定項目 ２５－１０ 高齢者福祉事業の取扱い 

調整の内容 

稲沢市、中島郡祖父江町及び中島郡平和町で、差異がある高齢者福祉事業については次のとおり取り扱うものとする。 

１ 敬老祝金については、稲沢市の方式に統一する。 

２ 敬老式並びに金婚式に関しては、稲沢市の方式に統一し、首長の慰問については中島郡祖父江町の方式とする。 

３ ホームヘルプサービス事業については、現行のとおりとし、手数料に関しては、稲沢市の制度に統一する。 

４ デイサービス事業については、稲沢市の制度に統一する。 

５ 給食サービス事業については、稲沢市の制度に統一する。 

６ 単身高齢者世帯見回事業については、稲沢市の制度に統一する。 

７ 緊急通報システム事業については、稲沢市の制度に統一する。 

８ 老人クラブへの助成補助については、稲沢市の制度に統一する。 

  なお、組織については、合併後に統合する方向で検討する。 

 

【提案理由】 

１ 敬老祝金については、節目支給の方式を導入することにより、祝金制度の趣旨を明らかにするため見直しを図るものである。 

２ 敬老式等については、巡回バスの配車により、積極的な参加を促すとともに、長寿者への効率的な訪問を行うことを目的とするた

めである。 

３ ホームヘルプサービス事業の手数料については、公平性を保つ意味から所得に応じた金額とするためである。 

４ デイサービス事業については、介護予防事業の一環として、自立高齢者の在宅での生活を促すためである。 

５ 調理困難なひとり暮らし老人の健康管理と安否確認を行うことを目的に必要な施策とするためである。 

６ ひとり暮らし老人宅を定期的に訪問し、安否確認を行い生活上の相談に応じて、精神的な安定を図る施策とするためである。 

７ 低所得者の経済的負担を軽減する目的として、必要な施策とするためである。 

８ 老人クラブへの助成補助については、クラブ活動の健全な育成のため見直しを図るものである。 

 



    

【現況】 

項 目      稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針

敬老祝金 

配布方法 民生委員により配布 

対象 80～94 歳 5,000 円 3,400 人

95 歳以上 10,000 円 120 人 

      計   18,200 千円 

配布方法 敬老会にて配布 

対象 80～84 歳 3,000 円 570 人 

85 歳以上 5,000 円 505 人 

       計   4,235 千円 

配布方法 敬老会、金婚式で支給 

対象 90 歳  10,000 円 40 人 

   95 歳以上 10,000 円 25 人 

       計   650 千円 

稲沢市の制度に統

一する。（ただし、稲

沢市は平成 16 年度か

ら、節目支給とする。） 

数え80歳  5,000円 

数え88歳  5,000円 

100歳以上 20,000円 

 

敬老行事 

・高齢者市長慰問 

  95歳と100歳以上の方及び介護

老人福祉施設を市長が慰問し、

祝品を直接手渡す  

祝品（95 歳以上） 

 

・敬老式 

  送迎バスを配車し、午前午後の

2 部構成で 77 歳以上の方を市民

会館にお招きして式典開催 

 

・金婚式祝賀会 

  結婚（入籍）50 年経過した夫婦

を対象に、金婚を祝い写真撮影、

式典を行い、祝品を贈呈する 

 

・高齢者町長慰問 

  100 歳以上の方及び介護老人福

祉施設を町長が慰問し、祝品を

直接手渡す 

祝品（100 歳以上） 

 

・敬老式 

  70 歳以上の方をお招きして式

典開催 

 

 

・金婚式祝賀会 

  結婚（入籍）50 年経過した夫婦

を対象に、金婚を祝い写真撮影、

式典を行い、祝品を贈呈する  

・高齢者町長慰問 

  最高齢者の方を町長が慰問し、祝

品を直接手渡す 

 

 

 

・金婚者ならびに敬老者祝賀式 

式典 満 95 歳以上、数え 90 歳

  満 85 歳、金婚者の方をお招き 

して開催 

敬老式並びに金婚

式に関しては、稲沢市

の方式に統一する。首

長慰問については、中

島郡祖父江町の方式

に統一する。 

ホームヘル

プサービス

事業 

対象者 65 歳以上の自立の独居老

人等で日常生活に支障が

ある方 

手数料 援助内容、所得に応じて、

1 時間あたり 0～580 円 

委託先 社会福祉協議会、シルバー

人材センター 

対象者 65 歳以上の自立の独居老

人等で日常生活に支障が

ある方 

手数料 所得に応じて、0～153 円 

対象者 65 歳以上の自立の独居老

人等で日常生活に支障が

ある方 

手数料 1 時間当たり、80 円 

制度に関しては現

行のとおりとし、手数

料については、稲沢市

の制度に統一する。 



    

項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

デイサービ

ス事業 

対象者  65 歳以上の自立老人 

内 容  市内 5 箇所の老人福祉セン

ターへ送迎し、健康チェッ

ク、日常動作訓練、入浴を

行い 1 日養護する。（各地区

週 2 回実施） 

手数料  1 回あたり 380 円（昼食は

実費） 

委託先 市内 3 事業者 

実施していない 対象者 65 歳以上の自立老人で独 稲沢市の制度に統

一する。委託先につい

ては、既存の方式を尊

重して協議する。 

居、高齢者のみの世帯、こ

れに準ずる世帯の方 

内 容 送迎して、健康チェック、日

常動作訓練、入浴を行い 1 日

養護する。 

手数料 1 回あたり 400 円 

 

委託先 社会福祉法人 1 事業者 

給 食 サ ー

ビス事業 

対象者 調理困難な 65 歳以上の独

居老人等 

内 容 週 5 日昼食を配食し、安否

確認を行う。 

利用料 1 食当たり 150 円 

委託先 市内 3 事業者  

対象者 調理困難な 65 歳以上の独

居老人等 

内 容 ボランティア週 2 日（水、

金）昼食を配食し、 

 安否確認を行う。 

委託先 社会福祉協議会事業とし

て実施 

実施していない 稲沢市の制度に統

一する。委託先につい

ては、既存の方式を尊

重して協議する。 

単 身 高 齢

者 世 帯 見

回事業 

対象者 65 歳以上の独居老人 

内 容 定期的な、安否確認、相談、

見回り 

委託先 ヘルパー2 級資格取得者で

構成する団体 

 

対象者 65 歳以上の独居老人 

内 容 毎日乳製品を配達し、安否

の確認を行う 

実施していない 稲沢市の制度に統

一する。 

緊 急 通 報

シ ス テ ム

事業 

対象者 65 歳以上の独居老人等で、

健康上不安のある方 

内 容 緊急時に消防署へ直接連

絡が入る緊急装置を設置

することにより、高齢者の

安全を確保する。 

    非課税世帯に対して電話

機の基本料金を助成する。

 

対象者 おおむね 65 歳以上の独居

老人の方 

内 容 緊急時に消防署へ直接連

絡が入る緊急装置を設置

することにより、高齢者の

安全を確保する。 

対象者 おおむね 65 歳以上の独居

老人、身体障害者手帳 1～3

級所持者またはそれに類

する世帯の方 

内 容 緊急時に消防署へ直接連

絡が入る緊急装置を設置

することにより、高齢者の

安全を確保する。 

 

稲沢市の制度に統

一する。 



    

項 目 稲沢市 祖父江町 平和町 調整方針 

老 人 ク ラ

ブ 

会員数 13,100 人（H15.4.1） 

団体数 111 団体（H15.4.1） 

補助額 ・老人クラブ連合会 

     800 円×12 月×111 団体

＋90 円×13,100 人＋

480,000 円 

    ・単位老人クラブ 

１団体あたり 42,000 円

～75,000 円 

会員数 3,867 人（H15.4.1） 

団体数 51 団体（H15.4.1） 

補助額 ・老人クラブ連合会 

     12,000 円×51 団体 

 

 

・単位老人クラブ 

１団体あたり 96,000 円 

会員数 2,312 人（H15.4.1） 

団体数 34 団体（H15.4.1） 

補助額 ・老人クラブ連合会 

     定額 350,000 円 

 

 

・単位老人クラブ 

     １団体あたり 27,000 円

＋550 円×人数 

補助制度について

は、稲沢市の制度に統

一する。 

なお、連合会の組織

については、合併後に

統合する方向で検討

する。 

 


